
- -1

○

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

連
結
損
益
計
算
書

第
三
章

連
結
損
益
計
算
書

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
六
節

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
第
六
十
五
条
―
第
六
十
五
条
の

第
六
節

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
第
六
十
五
条
・
第
六
十
五
条
の

三
）

二
）

第
七
節

（
略
）

第
七
節

（
略
）

第
三
章
の
二

連
結
包
括
利
益
計
算
書

第
一
節

総
則
（
第
六
十
九
条
の
二
―
第
六
十
九
条
の
四
）

第
二
節

そ
の
他
の
包
括
利
益
（
第
六
十
九
条
の
五
・
第
六
十
九
条
の
六
）

第
三
節

包
括
利
益
（
第
六
十
九
条
の
七
）

第
四
章

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

第
四
章

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
（
第
七
十
三
条
・
第
七
十
四
条
）

第
三
節

評
価
・
換
算
差
額
等
（
第
七
十
三
条
・
第
七
十
四
条
）

第
四
節
～
第
七
節

（
略
）

第
四
節
～
第
七
節

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）
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第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二

と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二
十
四
条
の
二

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表

等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し

等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し

た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
貸
借
対
照
表
、
連

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
貸
借
対
照
表
、
連

結
損
益
計
算
書
、
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、

結
損
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
連
結
附
属
明
細
表
又
は
第
九
十
三
条

ー
計
算
書
及
び
連
結
附
属
明
細
表
又
は
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際

の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準

会
計
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会

同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り

計
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
、

作
成
が
求
め
ら
れ
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本

連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
連
結
キ
ャ
ッ
シ

等
変
動
計
算
書
及
び
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を

ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
財
務
諸
表
等
規
則

式
及
び
作
成
方
法
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け

第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と

る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は

に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）
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第
一
条
の
二

国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲

第
一
条
の
二

国
際
的
な
財
務
活
動
又
は
事
業
活
動
を
行
う
会
社
と
し
て
次
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が

提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
七
章
の
定
め

提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
七
章
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

会
社
、
そ
の
親
会
社
、
そ
の
他
の
関
係
会
社
（
第
十
五
条
の
四
第
四
号

ニ

会
社
、
そ
の
親
会
社
、
そ
の
他
の
関
係
会
社
（
第
十
五
条
の
四
第
四
号

に
規
定
す
る
そ
の
他
の
関
係
会
社
を
い
う
。
）
又
は
当
該
そ
の
他
の
関
係

に
規
定
す
る
そ
の
他
の
関
係
会
社
を
い
う
。
）
又
は
当
該
そ
の
他
の
関
係

会
社
の
親
会
社
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

会
社
の
親
会
社
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

外
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
当
該
法
令
の
定
め
る
期
間
ご
と
に
国
際

外
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
当
該
法
令
の
定
め
る
期
間
ご
と
に
国
際
会

(1)

(1)

会
計
基
準
（
国
際
的
に
共
通
し
た
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
使
用
さ

計
基
準
（
国
際
的
に
共
通
し
た
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
る

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

こ
と
を
目
的
と
し
た
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作

及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で
あ
つ
て
前
条
第
三
項
各
号
に
掲

成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で
あ
つ
て
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企

の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企
業
会
計
の
基

業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以

準
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び

下
同
じ
。
）
に
従
つ
て
作
成
し
た
企
業
内
容
等
に
関
す
る
書
類
を
開

第
九
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
作
成
し
た
企
業
内
容
等
に

示
し
て
い
る
こ
と
。

関
す
る
書
類
を
開
示
し
て
い
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(2)

(3)

(2)

(3)

二

当
連
結
会
計
年
度
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ

二

当
連
結
会
計
年
度
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
、
当
連
結
会
計
年
度
に

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
、
当
連
結
会
計
年
度
に

属
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

属
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
中

成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
中

間
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を

間
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
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い
う
。
）
又
は
当
連
結
会
計
年
度
に
属
す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
四
半

い
う
。
）
又
は
当
連
結
会
計
年
度
に
属
す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
四
半

期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い

九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
の
期
間

う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
の
期
間

の
う
ち
、
そ
の
末
日
が
連
結
決
算
日
に
最
も
近
い
も
の
に
係
る
連
結
財
務
諸

の
う
ち
、
そ
の
末
日
が
連
結
決
算
日
に
最
も
近
い
も
の
に
係
る
連
結
財
務
諸

表
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規

表
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
書
類
を
い
う
。
）
又
は
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
四
半
期
連
結
財
務

定
す
る
書
類
を
い
う
。
）
又
は
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
）
を
指
定
国
際
会
計

諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
）
を
指
定
国
際
会
計

基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
会
社
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要

基
準
に
よ
つ
て
作
成
し
た
会
社
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件

件
を
満
た
す
こ
と
。

を
満
た
す
こ
と
。

２

特
定
会
社
の
子
会
社
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
は
、

（
新
設
）

当
該
子
会
社
を
特
定
会
社
と
み
な
し
て
、
前
項
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
七
章
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証

券
報
告
書
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段

の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人

を
置
い
て
お
り
、
当
該
基
準
に
基
づ
い
て
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
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号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三
十
五

（
略
）

一
～
三
十
五

（
略
）

三
十
六

会
計
方
針

連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
当
た
つ
て
採
用
し
た
会
計
処

（
新
設
）

理
の
原
則
及
び
手
続
を
い
う
。

三
十
七

表
示
方
法

連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
当
た
つ
て
採
用
し
た
表
示
の

（
新
設
）

方
法
を
い
う
。

三
十
八

会
計
上
の
見
積
り

資
産
、
負
債
、
収
益
及
び
費
用
等
の
額
に
不
確

（
新
設
）

実
性
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
作
成
時
に
入
手
可
能
な
情
報

に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
の
合
理
的
な
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。

三
十
九

会
計
方
針
の
変
更

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
方
針
を

（
新
設
）

他
の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
方
針
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う

。
四
十

表
示
方
法
の
変
更

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
表
示
方
法
を
他

（
新
設
）

の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
表
示
方
法
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

四
十
一

会
計
上
の
見
積
り
の
変
更

新
た
に
入
手
可
能
と
な
つ
た
情
報
に
基

（
新
設
）

づ
き
、
前
連
結
会
計
年
度
以
前
の
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
当
た
つ
て
行
つ

た
会
計
上
の
見
積
り
を
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

四
十
二

誤
謬

そ
の
原
因
と
な
る
行
為
が
意
図
的
で
あ
る
か
否
か
に
か
か

（
新
設
）

び
ゅ
う

わ
ら
ず
、
連
結
財
務
諸
表
作
成
時
に
入
手
可
能
な
情
報
を
使
用
し
な
か
つ
た

こ
と
又
は
誤
つ
て
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
誤
り
を
い
う
。

四
十
三

遡
及
適
用

新
た
な
会
計
方
針
を
前
連
結
会
計
年
度
以
前
の
連
結
財

（
新
設
）

務
諸
表
に
遡
つ
て
適
用
し
た
と
仮
定
し
て
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

四
十
四

連
結
財
務
諸
表
の
組
替
え

新
た
な
表
示
方
法
を
前
連
結
会
計
年
度

（
新
設
）
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以
前
の
連
結
財
務
諸
表
に
遡
つ
て
適
用
し
た
と
仮
定
し
て
表
示
を
変
更
す
る

こ
と
を
い
う
。

四
十
五

修
正
再
表
示

前
連
結
会
計
年
度
以
前
の
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る

（
新
設
）

誤
謬
の
訂
正
を
連
結
財
務
諸
表
に
反
映
す
る
こ
と
を
い
う
。

び
ゅ
う

（
連
結
包
括
利
益
計
算
書
）

第
七
条
の
二

連
結
包
括
利
益
計
算
書
は
、
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
連
結
会

（
新
設
）

計
年
度
に
対
応
す
る
期
間
に
係
る
連
結
会
社
の
当
期
純
利
益
及
び
そ
の
他
の
包

括
利
益
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
比
較
情
報
の
作
成
）

第
八
条
の
三

当
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
は
、
当
該
連
結
財
務
諸

（
新
設
）

表
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
比
較
情
報
（
当
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連

結
財
務
諸
表
（
連
結
附
属
明
細
表
を
除
く
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
対
応
す

る
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
事
項
を
い
う
。
）
を
含
め
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
三
条

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
連
結
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の

第
十
三
条

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
連
結
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の

基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
区
別
し
て
注
記

基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
区
別
し
て
連
結
キ
ャ
ッ
シ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
連
結
の
範
囲
又
は
持
分
法
適
用
の
範
囲
の
変
更
に
関
す
る
注
記
）

（
連
結
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
の
変
更
に
関
す
る

第
十
四
条

連
結
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
の
う
ち
、

記
載
）

連
結
の
範
囲
又
は
持
分
法
適
用
の
範
囲
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び

第
十
四
条

連
結
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
を
変
更
し

変
更
の
理
由
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
前
条
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

連
結
の
範
囲
又
は
持
分
法
適
用
の
範
囲
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

及
び
変
更
の
理
由

二

会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の

理
由
及
び
当
該
変
更
が
連
結
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

三

表
示
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

四

連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
お
け
る
資
金
の
範
囲
を
変
更
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
及
び
当
該
変
更
が
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
計
算
書
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

（
会
計
基
準
等
の
改
正
等
に
伴
う
会
計
方
針
の
変
更
に
関
す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
二

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
（
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項

（
新
設
）

た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
会
計
基
準
等
の
改

正
等
（
同
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
会
計
基
準
等
の
改
正
等
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
伴
い
会
計
方
針
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
中
「
事
業
年
度

」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
」
と
、
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
連
結

財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
会
計
基
準
等
の
改
正
等
以
外
の
正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
に
関

す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
三

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
二
（
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

（
新
設
）

第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
会
計
基
準
等
の
改
正
等
以
外
の
正

当
な
理
由
に
よ
り
会
計
方
針
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
」

と
、
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
未
適
用
の
会
計
基
準
等
に
関
す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
四

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
既
に

（
新
設
）

公
表
さ
れ
て
い
る
会
計
基
準
等
の
う
ち
、
適
用
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
三
号
中
「
財
務
諸
表
」

と
あ
る
の
は
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
方
法
の
変
更
に
関
す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
五

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
四
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の

（
新
設
）

規
定
は
、
表
示
方
法
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
中
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
「

事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
上
の
見
積
り
の
変
更
に
関
す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
六

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
五
の
規
定
は
、
会
計
上
の
見

（
新
設
）
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積
り
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
号
中
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
同
条
第
三

号
中
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
会
計
方
針
の
変
更
を
会
計
上
の
見
積
り
の
変
更
と
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
の
注
記
）

第
十
四
条
の
七

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
六
の
規
定
は
、
会
計
方
針
の

（
新
設
）

変
更
を
会
計
上
の
見
積
り
の
変
更
と
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の

は
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
連

結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
修
正
再
表
示
に
関
す
る
注
記
）

第
十
四
条
の
八

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
三
の
七
の
規
定
は
、
修
正
再
表
示

（
新
設
）

を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
財
務

諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「

連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
重
要
な
後
発
事
象
の
注
記
）

（
重
要
な
後
発
事
象
の
注
記
）

第
十
四
条
の
九

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）
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第
十
五
条
の
五
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
五
の
二

（
略
）

２

前
項
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
時
価
の
把
握
が

２

前
項
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
時
価
の
把
握
が

極
め
て
困
難
な
場
合
に
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
注
記
す
る
こ

困
難
な
場
合
に
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
注
記
す
る
こ
と
を
要

と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
注
記
し
な
け
れ

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

３

金
融
資
産
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
資
産

３

金
融
資
産
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
資
産

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
金
融
負
債
（
同
条
第
四
十
一

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
金
融
負
債
（
財
務
諸
表
等
規

項
に
規
定
す
る
金
融
負
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
双
方

則
第
八
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
負
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

が
そ
れ
ぞ
れ
資
産
の
総
額
及
び
負
債
の
総
額
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
か
つ

て
同
じ
。
）
の
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
資
産
の
総
額
及
び
負
債
の
総
額
の
大
部
分
を

、
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の
双
方
が
事
業
目
的
に
照
ら
し
て
重
要
で
あ

占
め
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の
双
方
が
事
業
目
的
に

る
連
結
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の
主
要
な
市
場
リ

照
ら
し
て
重
要
で
あ
る
連
結
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負

ス
ク
（
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定

債
の
主
要
な
市
場
リ
ス
ク
（
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
法
第
二

す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
相

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第

場
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
の
変
動
に
よ
る
損
失
の
危
険
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
の
変
動
に
よ

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
要
因
と
な
る
当
該
指
標
の
数
値
の
変
動
に
対

る
損
失
の
危
険
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
要
因

す
る
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の
価
値
の
変
動
率
に
重
要
性
が
あ
る
場
合

と
な
る
当
該
指
標
の
数
値
の
変
動
に
対
す
る
当
該
金
融
資
産
及
び
金
融
負
債
の

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

価
値
の
変
動
率
に
重
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品

事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
有
価
証
券
に
関
す
る
注
記
）

（
有
価
証
券
に
関
す
る
注
記
）

第
十
五
条
の
六

（
略
）

第
十
五
条
の
六

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

流
動
性
が
乏
し
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
時

価
で
有
価
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
が
相
当
期
間
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
連
結
会
計
年
度
中
に
売
買
目
的
有
価
証
券
を
満
期
保
有
目
的
の
債
券
若
し
く

は
そ
の
他
有
価
証
券
へ
変
更
し
た
と
き
又
は
そ
の
他
有
価
証
券
を
満
期
保
有
目

的
の
債
券
へ
変
更
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

売
買
目
的
有
価
証
券
か
ら
満
期
保
有
目
的
の
債
券
へ
変
更
し
た
場
合

保

有
目
的
を
変
更
し
た
有
価
証
券
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
概
要

ロ

保
有
目
的
を
変
更
し
た
日
及
び
変
更
の
理
由

ハ

当
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
損
益

ニ

連
結
決
算
日
に
お
け
る
時
価
及
び
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額

ホ

保
有
目
的
の
変
更
が
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
額

二

売
買
目
的
有
価
証
券
か
ら
そ
の
他
有
価
証
券
へ
変
更
し
た
場
合

保
有
目

的
を
変
更
し
た
有
価
証
券
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

連
結
決
算
日
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額

ハ

保
有
目
的
の
変
更
が
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
額

三

そ
の
他
有
価
証
券
か
ら
満
期
保
有
目
的
の
債
券
へ
変
更
し
た
場
合

保
有

目
的
を
変
更
し
た
有
価
証
券
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

連
結
決
算
日
に
お
け
る
時
価
及
び
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額

ハ

連
結
決
算
日
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
そ
の
他
有
価

証
券
評
価
差
額
金
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
七
第
三
項
第
三
号
ハ
に

規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
を
い
う
。
）
の
額

（
削
る
）

４

当
連
結
会
計
年
度
前
に
保
有
目
的
を
変
更
し
た
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
当

連
結
会
計
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
が
乏

し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項

３

（
略
）

５

（
略
）

（
注
記
の
方
法
）

（
注
記
の
方
法
）

第
十
六
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

第
十
六
条

（
新
設
）

算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
第
十
三
条
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
（
第
十
三
条
か
ら
第
十
四
条
の

１

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条

三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
注
記
を
除
く
。
）
は
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

ま
で
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

号
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

２

第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
は
、
第
一
項
の
規
定
に

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
は
、
同
条
第
一
項
の
規

か
か
わ
ら
ず
、
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

３

（
略
）

（
純
資
産
の
分
類
）

（
純
資
産
の
分
類
）

第
四
十
二
条

純
資
産
は
、
株
主
資
本
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
、
新
株
予

第
四
十
二
条

純
資
産
は
、
株
主
資
本
、
評
価
・
換
算
差
額
等
、
新
株
予
約
権
及

約
権
及
び
少
数
株
主
持
分
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
少
数
株
主
持
分
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
の
分
類
及
び
区
分
表
示
）

（
評
価
・
換
算
差
額
等
の
分
類
及
び
区
分
表
示
）

第
四
十
三
条
の
二

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分

第
四
十
三
条
の
二

評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い

に
従
い
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば

、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。

い
。

一

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
（
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
そ
の
他
有

一

財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価

価
証
券
の
評
価
差
額
を
い
う
。
第
六
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て

証
券
評
価
差
額
金

同
じ
。
）

二

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
（
ヘ
ッ
ジ
対
象
に
係
る
損
益
が
認
識
さ
れ
る
ま
で
繰
り

二

財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
繰
延
ヘ
ッ
ジ

延
べ
ら
れ
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益
又
は
時
価
評
価
差
額
を
い
う
。
第
六

損
益

十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

土
地
再
評
価
差
額
金
（
土
地
再
評
価
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
評

三

財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
再
評
価
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価
差
額
金
を
い
う
。
）

差
額
金

四

為
替
換
算
調
整
勘
定
（
外
国
に
あ
る
子
会
社
又
は
関
連
会
社
の
資
産
及
び

四

為
替
換
算
調
整
勘
定
（
外
国
に
あ
る
子
会
社
又
は
関
連
会
社
の
資
産
及
び

負
債
の
換
算
に
用
い
る
為
替
相
場
と
純
資
産
の
換
算
に
用
い
る
為
替
相
場
と

負
債
の
換
算
に
用
い
る
為
替
相
場
と
純
資
産
の
換
算
に
用
い
る
為
替
相
場
と

が
異
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
る
換
算
差
額
を
い
う
。
第
六
十
九
条
の
五
第

が
異
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
る
換
算
差
額
を
い
う
。
）

一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

前
項
に
掲
げ
る
項
目
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
の
項
目
と
し
て

２

前
項
に
掲
げ
る
項
目
の
ほ
か
、
評
価
・
換
算
差
額
等
の
項
目
と
し
て
計
上
す

計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
該
項
目
を
示
す
名

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付

称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
株
当
た
り
純
資
産
額
の
注
記
）

（
一
株
当
た
り
純
資
産
額
の
注
記
）

第
四
十
四
条
の
二

（
略
）

第
四
十
四
条
の
二

（
略
）

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
当
連
結
会
計
年
度

（
新
設
）

又
は
連
結
貸
借
対
照
表
日
後
に
お
い
て
株
式
併
合
又
は
株
式
分
割
が
行
わ
れ
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中
「
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
、
「
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
利
益
の
表
示
方
法
）

（
特
別
利
益
の
表
示
方
法
）

第
六
十
二
条

特
別
利
益
に
属
す
る
利
益
は
、
固
定
資
産
売
却
益
、
負
の
の
れ
ん

第
六
十
二
条

特
別
利
益
に
属
す
る
利
益
は
、
前
期
損
益
修
正
益
、
固
定
資
産
売

発
生
益
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
利
益
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

却
益
、
負
の
の
れ
ん
発
生
益
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
利
益
を
示

目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
各
利
益
の
う
ち
、
そ
の

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
各

金
額
が
特
別
利
益
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ

利
益
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
利
益
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
一

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
利
益
を
一
括
し
て

括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
利
益
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

（
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

（
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

第
六
十
三
条

特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
固
定
資
産
売
却
損
、
減
損
損
失
、

第
六
十
三
条

特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
前
期
損
益
修
正
損
、
固
定
資
産
売

災
害
に
よ
る
損
失
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
損
失
を
示
す
名
称
を

却
損
、
減
損
損
失
、
災
害
に
よ
る
損
失
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該

付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
各
損
失
の
う

損
失
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
損
失
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
一
括
し
て
表

だ
し
、
各
損
失
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
損
失
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の

示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
を

も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
は
、
当
該
損
失
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
一
株
当
た
り
当
期
純
損
益
金
額
の
注
記
）

（
一
株
当
た
り
当
期
純
損
益
金
額
等
の
注
記
）

第
六
十
五
条
の
二

（
略
）

第
六
十
五
条
の
二

（
略
）

（
削
る
）

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
潜
在
株
式
調

整
後
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
に
準
用
す
る
。

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
当
連
結
会
計

３

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
当
連
結
会
計

年
度
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
日
後
に
お
い
て
株
式
併
合
又
は
株
式
分
割
が
行
わ

年
度
に
お
い
て
株
式
併
合
又
は
株
式
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中
「
事

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
項
第
二
号
中
「
前
事
業
年

業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

度
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

４

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
連
結
貸
借
対

照
表
日
後
に
株
式
併
合
又
は
株
式
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
項
第
三
号
中
「
当
事
業
年
度

」
と
あ
る
の
は
、
「
当
連
結
会
計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
の
注
記
）

第
六
十
五
条
の
三

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
三
の
規
定
は
、
潜
在

（
新
設
）

株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
連
結
会

計
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
の
二

連
結
包
括
利
益
計
算
書

（
新
設
）

第
一
節

総
則

（
新
設
）

（
連
結
包
括
利
益
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
六
十
九
条
の
二

連
結
包
括
利
益
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
定
め
る
と

（
新
設
）

こ
ろ
に
よ
る
。

２

連
結
包
括
利
益
計
算
書
は
、
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

（
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算
書
）

第
六
十
九
条
の
三

連
結
包
括
利
益
計
算
書
は
、
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算

（
新
設
）

書
（
連
結
損
益
計
算
書
の
末
尾
に
本
章
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
行
つ
た
も
の
を

い
う
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
記
載
を
要
し
な
い
。

（
連
結
包
括
利
益
計
算
書
の
区
分
表
示
）
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第
六
十
九
条
の
四

連
結
包
括
利
益
計
算
書
は
、
少
数
株
主
損
益
調
整
前
当
期
純

（
新
設
）

利
益
又
は
少
数
株
主
損
益
調
整
前
当
期
純
損
失
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
及
び
包

括
利
益
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

そ
の
他
の
包
括
利
益

（
新
設
）

（
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
区
分
表
示
）

第
六
十
九
条
の
五

そ
の
他
の
包
括
利
益
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い

（
新
設
）

、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

二

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益

三

為
替
換
算
調
整
勘
定

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
と
し
て
計

上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称

を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
持
分
法
を
適
用
す
る
非
連
結
子
会
社
及
び

関
連
会
社
の
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
の
金
額
に
対
す
る
連
結
財
務
諸
表
提

出
会
社
の
持
分
相
当
額
は
、
当
該
項
目
の
名
称
を
示
す
科
目
を
も
つ
て
一
括
し

て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
の
金
額
は
、
税
効
果
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
税
効
果
の
金
額
を
控
除
す
る
前
の
そ
の

他
の
包
括
利
益
の
項
目
の
金
額
に
、
税
効
果
の
金
額
を
一
括
し
て
加
減
し
て
記
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載
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
そ
の
他
の
包
括
利
益
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
九
条
の
六

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
税
効
果
の
金
額
は
、
そ
の
他
の
包

（
新
設
）

括
利
益
の
項
目
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
を
構
成
す
る
項
目
の
う
ち
、
当
連

結
会
計
年
度
以
前
に
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
に
含
ま
れ
て
い
た
金
額
は
、

組
替
調
整
額
と
し
て
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

包
括
利
益

（
新
設
）

（
包
括
利
益
）

第
六
十
九
条
の
七

少
数
株
主
損
益
調
整
前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
少
数
株
主
損

（
新
設
）

益
調
整
前
当
期
純
損
失
金
額
に
そ
の
他
の
包
括
利
益
の
項
目
の
金
額
を
加
減
し

た
金
額
は
、
包
括
利
益
金
額
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
包
括
利
益
金
額
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社

の
株
主
に
属
す
る
金
額
及
び
少
数
株
主
に
属
す
る
金
額
に
区
分
し
、
そ
の
区
分

ご
と
の
金
額
を
連
結
包
括
利
益
計
算
書
の
末
尾
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
の
区
分
表
示
）

（
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
の
区
分
表
示
）
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第
七
十
一
条

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
株
主
資
本
、
そ
の
他
の
包
括

第
七
十
一
条

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
株
主
資
本
、
評
価
・
換
算
差

利
益
累
計
額
、
新
株
予
約
権
及
び
少
数
株
主
持
分
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ

額
等
、
新
株
予
約
権
及
び
少
数
株
主
持
分
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
適
切
な
項
目
に
区
分
し
、
当
該
項
目
を

２

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
適
切
な
項
目
に
区
分
し
、
当
該
項
目
を

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
項
目

示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
項
目

及
び
科
目
は
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
の
連
結
貸
借

及
び
科
目
は
、
前
連
結
会
計
年
度
末
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
の
連
結
貸
借
対

対
照
表
に
お
け
る
純
資
産
の
部
の
項
目
及
び
科
目
と
整
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な

照
表
に
お
け
る
純
資
産
の
部
の
項
目
及
び
科
目
と
整
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

第
七
十
二
条

株
主
資
本
は
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
残
高
、
当
連
結
会
計
年
度

第
七
十
二
条

株
主
資
本
は
、
前
連
結
会
計
年
度
末
残
高
、
当
連
結
会
計
年
度
変

変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
三
節

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額

第
三
節

評
価
・
換
算
差
額
等

第
七
十
三
条

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
は
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
残
高
、

第
七
十
三
条

評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
前
連
結
会
計
年
度
末
残
高
、
当
連
結
会

当
連
結
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し

計
年
度
変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
に
記
載
さ
れ
る
科
目
は
、
当
連
結
会
計
年
度
変

２

評
価
・
換
算
差
額
等
に
記
載
さ
れ
る
科
目
は
、
当
連
結
会
計
年
度
変
動
額
を

動
額
を
一
括
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
な
変
動
事
由
ご
と
に

一
括
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
な
変
動
事
由
ご
と
に
記
載
又

記
載
又
は
注
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

は
注
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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第
七
十
四
条

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
は
、
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

第
七
十
四
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
四
条
の
規
定
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
に

か
か
わ
ら
ず
、
科
目
ご
と
の
記
載
に
代
え
て
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
百
条
第
二
項
」
と
あ

合
計
額
を
当
連
結
会
計
年
度
期
首
残
高
、
当
連
結
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
連

る
の
は
「
第
七
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「
連
結

結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

会
計
年
度
末
」
と
、
「
事
業
年
度
変
動
額
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
変

い
て
は
、
科
目
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

動
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
五
条

新
株
予
約
権
は
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
残
高
、
当
連
結
会
計
年

第
七
十
五
条

新
株
予
約
権
は
、
前
連
結
会
計
年
度
末
残
高
、
当
連
結
会
計
年
度

度
変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
十
六
条

少
数
株
主
持
分
は
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
残
高
、
当
連
結
会
計

第
七
十
六
条

少
数
株
主
持
分
は
、
前
連
結
会
計
年
度
末
残
高
、
当
連
結
会
計
年

年
度
変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

度
変
動
額
及
び
当
連
結
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
発
行
済
株
式
に
関
す
る
注
記
）

（
発
行
済
株
式
に
関
す
る
注
記
）

第
七
十
七
条

発
行
済
株
式
の
種
類
及
び
総
数
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
七
十
七
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
発
行
済
株
式
に

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
事
業
年

一

発
行
済
株
式
の
種
類
ご
と
に
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
及
び
当
連
結
会
計

度
末
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年
度
末
」
と
、
「
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の

年
度
末
の
発
行
済
株
式
総
数
並
び
に
当
連
結
会
計
年
度
に
増
加
又
は
減
少
し

は
「
連
結
会
計
年
度
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

た
発
行
済
株
式
数

二

発
行
済
株
式
の
種
類
ご
と
の
変
動
事
由
の
概
要
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（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

第
七
十
八
条

自
己
株
式
の
種
類
及
び
株
式
数
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
七
十
八
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
七
条
の
規
定
は
、
自
己
株
式
に
つ
い
て
準

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の

一

自
己
株
式
の
種
類
ご
と
に
、
当
連
結
会
計
年
度
期
首
及
び
当
連
結
会
計
年

は
「
連
結
会
計
年
度
末
」
と
、
「
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
連
結
会
計
年

度
末
の
自
己
株
式
数
並
び
に
当
連
結
会
計
年
度
に
増
加
又
は
減
少
し
た
自
己

度
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

株
式
数

二

自
己
株
式
の
種
類
ご
と
の
変
動
事
由
の
概
要

（
新
株
予
約
権
等
に
関
す
る
注
記
）

（
新
株
予
約
権
等
に
関
す
る
注
記
）

第
七
十
九
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
の
株
式
の
数
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類

３

第
一
項
第
二
号
の
株
式
の
数
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類

ご
と
に
、
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
当
連
結
会
計
年
度
期
首
及
び
当

ご
と
に
、
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
前
連
結
会
計
年
度
末
及
び
当
連

連
結
会
計
年
度
末
の
数
、
当
連
結
会
計
年
度
に
増
加
及
び
減
少
す
る
株
式
の
数

結
会
計
年
度
末
の
数
、
当
連
結
会
計
年
度
に
増
加
及
び
減
少
す
る
株
式
の
数
並

並
び
に
変
動
事
由
の
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
株
予

び
に
変
動
事
由
の
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
株
予
約

約
権
が
権
利
行
使
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
の
増
加
株
式
数
の
、
連
結
会

権
が
権
利
行
使
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
の
増
加
株
式
数
の
、
連
結
会
計

計
年
度
末
の
発
行
済
株
式
総
数
（
自
己
株
式
を
保
有
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当

年
度
末
の
発
行
済
株
式
総
数
（
自
己
株
式
を
保
有
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該

該
自
己
株
式
の
株
式
数
を
控
除
し
た
株
式
数
）
に
対
す
る
割
合
に
重
要
性
が
乏

自
己
株
式
の
株
式
数
を
控
除
し
た
株
式
数
）
に
対
す
る
割
合
に
重
要
性
が
乏
し

し
い
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）
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第
九
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
に
は

第
九
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
つ
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
に
は
、

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
国
際

一

指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
つ
て
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

会
計
基
準
に
準
拠
し
て
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

二

指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
と
異
な
る
場
合
に
は
、
指
定
国
際

（
新
設
）

会
計
基
準
に
準
拠
し
て
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

三

（
略
）

二

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
（
以
下
こ

（
新
設
）

の
項
に
お
い
て
「
当
連
結
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
連
結
会
計
年
度
に
係

る
連
結
財
務
諸
表
（
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
有
価
証
券
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
前
連

結
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
当
連
結
会

計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
連
結

財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
最
近
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
と
し

て
記
載
す
べ
き
有
価
証
券
届
出
書
又
は
当
連
結
会
計
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報

告
書
に
記
載
す
る
場
合
に
お
け
る
前
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
は
、
当
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
た
め
に
適
用
す
べ
き
こ
の
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ

い
て
は
、
当
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
た
め
に
準
拠
す
べ
き
一
般
に
公
正
妥
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当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
前
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
と
き
は
、
第
八
条
の
三

（
新
設
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
連
結
財
務
諸
表
及
び
当
連
結
財
務
諸
表
は
、
同
条

に
規
定
す
る
比
較
情
報
を
含
め
な
い
で
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 
様式第一号 

【セグメント情報】 
 

（略） 
 
（記載上の注意） 

 １．～６． （略）  

７．「１．報告セグメントの概要」に関して、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、それぞれ

に定める内容を追加して記載すること。ただし、(2)により記載すべき情報のうち、一部の項目につい

て記載することが困難な場合には、その旨及びその理由を記載することにより、当該項目に係る記載を

省略することができる。また、(2)により記載すべき情報を記載することが困難な場合には、当該情報

に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。 

    ３．に掲げる基準に基づき、報告セグメントとして記載する事業セグメントが変更になる場合 そ

の旨及び前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度の報告セグメントの区分により作成した

情報（当該情報を記載することが実務上困難な場合には、セグメント情報に与える影響） 

   組織構造の変更その他の事由により、報告セグメントの区分方法を変更した場合 その旨及び前連

結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度の区分方法により作成した情報（当該情報を作成す

ることが実務上困難な場合には、当連結会計年度のセグメント情報を前連結会計年度の区分方法に

より作成した情報） 

 ８．～12． （略） 

様式第一号 

【セグメント情報】 
 

（略） 
 
（記載上の注意） 

 １．～６． （略） 

７．「１．報告セグメントの概要」に関して、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、それぞれ

に定める内容を追加して記載すること。ただし、(2)により記載すべき情報のうち、一部の項目について

記載することが困難な場合には、その旨及びその理由を記載することにより、当該項目に係る記載を省

略することができる。また、(2)により記載すべき情報を記載することが困難な場合には、当該情報に代

えて、その旨及びその理由を記載することができる。 

    ３．に掲げる基準に基づき、報告セグメントとして記載する事業セグメントが変更になる場合 そ

の旨及びセグメント情報に与える影響 

  

  組織構造の変更その他の事由により、報告セグメントの区分方法を変更した場合 その旨及び前連

結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度の区分方法により作成した情報（当該情報を作成す

ることが困難な場合には、当連結会計年度のセグメント情報を前連結会計年度の区分方法により作

成した情報） 

 ８．～12． （略） 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 
様式第四号 

 【連結貸借対照表】 

（単位：  円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
     

 （平成 年 月 日） （平成 年 月 日） 

（略）      

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  ××× ×××

  資本剰余金 ××× ×××

  利益剰余金 ××× ×××

  自己株式  △××× △×××

  株主資本合計 ××× ×××

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 ××× ×××

  繰延ヘッジ損益 ××× ×××

  土地再評価差額金 ××× ×××

  為替換算調整勘定 ××× ×××

  ……………… ××× ×××

  その他の包括利益累計額合計 ××× ×××

 新株予約権  ××× ×××

 少数株主持分 ××× ×××

 純資産合計  ××× ×××

負債純資産合計  ××× ×××

（記載上の注意） 

 （略） 

様式第四号 

 【連結貸借対照表】 

（単位：  円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 

 （平成 年 月 日） （平成 年 月 日） 

（略）      

純資産の部     

株主資本     

資本金  ××× ×××

資本剰余金 ××× ×××

利益剰余金 ××× ×××

自己株式  △××× △×××

株主資本合計 ××× ×××

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 ××× ×××

繰延ヘッジ損益 ××× ×××

土地再評価差額金 ××× ×××

為替換算調整勘定 ××× ×××

……………… ××× ×××

評価・換算差額等合計 ××× ×××

新株予約権  ××× ×××

 少数株主持分 ××× ×××

 純資産合計  ××× ×××

負債純資産合計  ××× ×××

（記載上の注意） 

  （略） 

 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 

様式第五号      

【連結損益計算書】    

 （単位：  円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成 年 月 日 （自 平成 年 月 日 

 

     

 至 平成 年 月 日） 至 平成 年 月 日） 

売上高     ××× ×××

売上原価    ××× ×××

売上総利益（又は売上総損失） ××× ×××

販売費及び一般管理費   

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 販売費及び一般管理費合計 ××× ×××

営業利益（又は営業損失） ××× ×××

営業外収益     

 受取利息   ××× ×××

 受取配当金  ××× ×××

 有価証券売却益 ××× ×××

 持分法による投資利益 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 営業外収益合計 ××× ×××

営業外費用     

 支払利息   ××× ×××

 有価証券売却損 ××× ×××

 持分法による投資損失 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 営業外費用合計 ××× ×××

経常利益（又は経常損失） ××× ×××

特別利益      

 （削る） 

 固定資産売却益 ××× ×××

 負ののれん発生益 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 特別利益合計  ××× ×××

特別損失      

 （削る） 

 固定資産売却損 ××× ×××

様式第五号      

【連結損益計算書】    

 （単位：  円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 
     

 
（自 平成 年 月 日 

至 平成 年 月 日） 

（自 平成 年 月 日 

至 平成 年 月 日） 

売上高     ××× ×××

売上原価    ××× ×××

売上総利益（又は売上総損失） ××× ×××

販売費及び一般管理費   

………………  ××× ×××

………………  ××× ×××

………………  ××× ×××

販売費及び一般管理費合計 ××× ×××

営業利益（又は営業損失） ××× ×××

営業外収益     

受取利息   ××× ×××

受取配当金  ××× ×××

有価証券売却益 ××× ×××

持分法による投資利益 ××× ×××

………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 営業外収益合計 ××× ×××

営業外費用     

 支払利息   ××× ×××

 有価証券売却損 ××× ×××

 持分法による投資損失 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 営業外費用合計 ××× ×××

経常利益（又は経常損失） ××× ×××

特別利益      

 前期損益修正益 ××× ×××

 固定資産売却益 ××× ×××

 負ののれん発生益 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 特別利益合計  ××× ×××

特別損失      

 前期損益修正損 ××× ×××

 固定資産売却損 ××× ×××



 減損損失   ××× ×××

 災害による損失 ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 ………………  ××× ×××

 特別損失合計  ××× ×××

税金等調整前当期純利益（又は税金等 

調整前当期純損失） 
××× ×××

法人税、住民税及び事業税 ××× ×××

法人税等調整額  ××× ×××

法人税等合計  ××× ×××

少数株主損益調整前当期純利益（又は

少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

×××

×××

×××

×××

当期純利益（又は当期純損失） ××× ×××

（記載上の注意） 

 （略） 

減損損失   ××× ×××

災害による損失 ××× ×××

………………  ××× ×××

………………  ××× ×××

特別損失合計  ××× ×××

税金等調整前当期純利益（又は税金等

調整前当期純損失） 
××× ×××

法人税、住民税及び事業税 ××× ×××

法人税等調整額  ××× ×××

法人税等合計  ××× ×××

少数株主損益調整前当期純利益（又は

少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

×××

×××

×××

×××

当期純利益（又は当期純損失） ××× ×××

（記載上の注意） 

 （略） 
 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 
様式第五号の二 

 【連結包括利益計算書】 

（単位：  円）

    前連結会計年度 当連結会計年度 

    （自 平成 年 月 日 （自 平成 年 月 日   

    至 平成 年 月 日） 至 平成 年 月 日） 

少数株主損益調整前当期純利益（又は少数株

主損益調整前当期純損失） 
××× ×××

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 ××× ×××

 繰延ヘッジ損益 ××× ×××

 為替換算調整勘定 ××× ×××

 持分法適用会社に対する持分相当額 ××× ×××

 ……………… ××× ×××

 その他の包括利益合計 ××× ×××

包括利益 ××× ×××

（内訳）     

 親会社株主に係る包括利益 ××× ×××

 少数株主に係る包括利益 ××× ×××

（記載上の注意） 

連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合その他上記の様式によりがたい場合には、当該様式

に準じて記載すること。 

（新設） 

 

 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 
様式第六号 

 【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：  円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成 年 月 日 （自 平成 年 月 日     

  至 平成 年 月 日） 至 平成 年 月 日） 

株主資本      

 資本金     

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   新株の発行 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 資本剰余金    

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   新株の発行 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 利益剰余金    

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   剰余金の配当 △××× △×××

   当期純利益 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 自己株式     

  当期首残高 △××× △×××

  当期変動額   

   自己株式の処分 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 △××× △×××

 株主資本合計   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   新株の発行 ××× ×××

   剰余金の配当 △××× △×××

様式第六号 

 【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：  円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 年 月 日 （自 平成 年 月 日  

 至 平成 年 月 日） 至 平成 年 月 日） 

株主資本      

資本金     

前期末残高 ××× ×××

当期変動額   

新株の発行 ××× ×××

……………… ××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高 ××× ×××

資本剰余金    

前期末残高 ××× ×××

当期変動額   

新株の発行 ××× ×××

……………… ××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高 ××× ×××

 利益剰余金    

  前期末残高 ××× ×××

  当期変動額   

   剰余金の配当 △××× △×××

   当期純利益 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 自己株式     

  前期末残高 △××× △×××

  当期変動額   

   自己株式の処分 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 △××× △×××

 株主資本合計   

  前期末残高 ××× ×××

  当期変動額   

   新株の発行 ××× ×××

   剰余金の配当 △××× △×××



   当期純利益 ××× ×××

   自己株式の処分 ××× ×××

   ……………… ××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 繰延ヘッジ損益   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 土地再評価差額金   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 為替換算調整勘定   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 その他の包括利益累計額合計   

  当期首残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

新株予約権     

 当期首残高  ××× ×××

 当期変動額    

  株主資本以外の項目の当期変動額 ××× ×××

当期純利益 ××× ×××

自己株式の処分 ××× ×××

……………… ××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高 ××× ×××

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 ××× ×××

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高 ××× ×××

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 ××× ×××

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高 ××× ×××

土地再評価差額金   

前期末残高 ××× ×××

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 為替換算調整勘定   

  前期末残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 ××× ×××

  当期変動額   

   
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

   当期変動額合計 ××× ×××

  当期末残高 ××× ×××

新株予約権     

 前期末残高  ××× ×××

 当期変動額    

  株主資本以外の項目の当期変動額 ××× ×××



（純額） 

  当期変動額合計 ××× ×××

 当期末残高  ××× ×××

少数株主持分    

 当期首残高  ××× ×××

 当期変動額    

  
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

  当期変動額合計 ××× ×××

 当期末残高  ××× ×××

純資産合計     

 当期首残高  ××× ×××

 当期変動額    

  新株の発行 ××× ×××

  剰余金の配当 △××× △×××

  当期純利益 ××× ×××

  自己株式の処分 ××× ×××

  ……………… ××× ×××

  
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

  当期変動額合計 ××× ×××

 当期末残高  ××× ×××

（記載上の注意） 

 １．・２． （略） 

 ３．その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結

会計年度期首残高、連結会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができ

る。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

  ４．その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

  ５．遡及適用及び修正再表示（以下「遡及適用等」という。）を行つた場合には、前連結会計年度の期首

残高に対する累積的影響額及び遡及適用等の後の期首残高を区分表示すること。 

  ６． （略） 

（純額）

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高  ××× ×××

少数株主持分    

前期末残高  ××× ×××

当期変動額    

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高  ××× ×××

純資産合計     

前期末残高  ××× ×××

当期変動額    

新株の発行 ××× ×××

剰余金の配当 △××× △×××

当期純利益 ××× ×××

自己株式の処分 ××× ×××

……………… ××× ×××

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
××× ×××

当期変動額合計 ××× ×××

当期末残高  ××× ×××

（記載上の注意） 

 １．・２． （略） 

 ３．評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前連結会計年度末残高、

連結会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科

目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

 ４．評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

 （新設） 

 

５． （略） 

 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 
様式第九号 

 【社債明細表】 

会社名 銘柄 発行年月日 
当期首残高

（円） 

当期末残高

(円) 
利率（％） 担保 償還期限

              

              

              

合計 ― ―   ― ― ― 

（記載上の注意） 

１．・２． （略） 

３．連結会社の発行している社債のうちに連結財務諸表提出会社又は連結子会社が所有しているも

のがある場合には、社債の銘柄ごとに、連結財務諸表提出会社又は連結子会社が所有している社

債の金額を控除した金額を「当期首残高」又は「当期末残高」の欄に記載すること。 

ただし、合計欄の直前に「内部取引の消去」の欄を設けて、連結財務諸表提出会社又は連結子

会社が所有している社債の金額の合計額を一括して控除する方法によることができる 

４．～１１． （略） 

様式第九号 

 【社債明細表】 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高

（円） 

当期末残高

(円) 
利率（％） 担保 償還期限

              

              

              

合計 ― ―   ― ― ― 

（記載上の注意） 

１．・２． （略）  

３．連結会社の発行している社債のうちに連結財務諸表提出会社又は連結子会社が所有しているも

のがある場合には、社債の銘柄ごとに、連結財務諸表提出会社又は連結子会社が所有している社

債の金額を控除した金額を「前期末残高」又は「当期末残高」の欄に記載すること。 

ただし、合計欄の直前に「内部取引の消去」の欄を設けて、連結財務諸表提出会社又は連結子

会社が所有している社債の金額の合計額を一括して控除する方法によることができる。  

４．～１１． （略） 

 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 

様式第十号 
【借入金等明細表】 

区   分 当期首残高(円) 当期末残高(円) 平均利率(％) 返済期限 

短期借入金    ― 
１年以内に返済予定の長

期借入金    ― 

１年以内に返済予定のリ

ース債務    ― 

長期借入金（１年以内に

返済予定のものを除く。）     

リース債務（１年以内に

返済予定のものを除く。）     

その他有利子負債     
合   計   ― ― 

（記載上の注意） 
１．～３． （略） 
４．連結会社相互間の取引に係るものがある場合には、各区分ごとに、連結会社相互間の取引に係るも

のの金額を控除した金額を「当期首残高」又は「当期末残高」の欄に記載すること。 
 ただし、合計欄の直前に「内部取引の消去」の欄を設けて、連結会社相互間の取引に係るものの金額

の合計額を一括して控除する方法によることができる。 
５．～７． （略） 

様式第十号 
【借入金等明細表】 

区   分 前期末残高(円) 当期末残高(円) 平均利率(％) 返済期限 

短期借入金    ― 
１年以内に返済予定の長

期借入金    ― 

１年以内に返済予定のリ

ース債務    ― 

長期借入金（１年以内に

返済予定のものを除く。）     

リース債務（１年以内に

返済予定のものを除く。）     

その他有利子負債     
合   計   ― ― 

（記載上の注意） 
１．～３．  
４．連結会社相互間の取引に係るものがある場合には、各区分ごとに、連結会社相互間の取引に係るも

のの金額を控除した金額を「前期末残高」又は「当期末残高」の欄に記載すること。 
ただし、合計欄の直前に「内部取引の消去」の欄を設けて、連結会社相互間の取引に係るものの金額

の合計額を一括して控除する方法によることができる。 
５．～７． （略） 

 



○ 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 大 蔵 省 令 第 二 十 八 号 ） 
 

改  正  案 現     行 

様式第十一号 

【資産除去債務明細表】 

区  分 
当期首残高 

（円） 

当期増加額 

（円） 

当期減少額 

（円） 

当期末残高 

（円） 

          

          

          

（記載上の注意） 

１．連結貸借対照表に計上されている当期首及び当期末の資産除去債務について、当該資産除去債務に

係る法的規制等の種類ごとの区分により記載すること。 

２． （略） 

様式第十一号 

【資産除去債務明細表】 

区  分 
前期末残高 

（円） 

当期増加額 

（円） 

当期減少額 

（円） 

当期末残高 

（円） 

          

          

          

（記載上の注意） 

１．連結貸借対照表に計上されている前期末及び当期末の資産除去債務について、当該資産除去債務に

係る法的規制等の種類ごとの区分により記載すること。 

２． （略） 

 

 


